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（平成30年11月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第605号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良

市条例第23号）第10条第３項の規定により利用者又は所有
者から引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、
奈良市自転車等の安全利用に関する条例施行規則（昭和59
年奈良市規則第35号）第５条の規定により告示します。
平成30年11月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 処分の根拠

告示日から60日経過したにもかかわらず、引取りがな
いため。

２ 処分対象自転車等の保管場所
奈良市大安寺西二丁目288番地の１

奈良市自転車等保管施設
３ 処分年月日

平成30年11月１日
４ 処分対象自転車等の移動年月日

平成30年４月３日、同月４日、同月10日、同月13日、
同月16日、同月18日、同月24日及び同月25日

（平成30年11月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第606号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成17年法律第123号）第59条第１項に規定する
指定自立支援医療機関として下記のとおり指定したので、
同法第69条第１号の規定に基づき告示します。
平成30年11月１日

奈良市長 仲 川 元 庸

― 5 ―

奈 良 市 公 報 第367号
平成30年12月３日

（月 曜 日）

指定年月日 医療機関名 所在地 開設者氏名

平成30年11月１日 オレンジ薬局
朱雀店

奈良市朱雀六丁目
20番地の２

株式会社オレンジファーマシー
代表取締役 柳生 美江

（平成30年11月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第607号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成17年法律第123号）第59条第１項に規定する

指定自立支援医療機関として下記のとおり指定したので、
同法第69条第１号の規定に基づき告示します。
平成30年11月１日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定年月日 医療機関名 所在地 開設者氏名

平成30年11月１日 プラス薬局
富雄店

奈良市鳥見町三丁目11番地の１
富雄団地56－109号

有限会社アポブレーンセンター
代表取締役 齊田 良明

（平成30年11月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第608号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項にお

いて準用する同法第50条の２の規定により施術者から事業

を廃止した旨の届出がありましたので、同法第55条の３の
規定により次のとおり告示します。
平成30年11月１日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定施術者の氏名
廃止した施術の種類 廃止年月日

施術所の名称 施術所の所在地

佐伯 省三
柔道整復 平成30年８月31日

やまと整骨院 奈良県奈良市西御門町13番地

（平成30年11月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第609号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の規

定により施術者の指定をしましたので、同法第55条の３の
規定により次のとおり告示します。
平成30年11月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
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平成30年12月３日
（月 曜 日）第367号 奈 良 市 公 報

指定施術者の氏名
施術の種類 指定年月日

施術所の名称 施術所の所在地

渡辺 浩一郎

柔道整復 平成30年９月１日
やまと整骨院 奈良県奈良市西御門町13番地

池田 将紀

柔道整復 平成30年９月１日
やまと整骨院 奈良県奈良市西御門町13番地

（平成30年11月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第610号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の規

定により施術者の指定をしましたので、同法第55条の３の
規定により次のとおり告示します。
平成30年11月１日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定施術者の氏名
施術の種類 指定年月日

施術所の名称 施術所の所在地

佐藤 善洋

柔道整復 平成30年10月１日
スッキリ鍼灸整骨院 奈良県奈良市三条町472番地 木の

うたビル１階

髙橋 伸幸

はり・きゅう 平成30年10月１日
スッキリ鍼灸整骨院 奈良県奈良市三条町472番地 木の

うたビル１階

（平成30年11月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第611号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項にお

いて準用する同法第50条の２の規定により施術者から事業

を廃止した旨の届出がありましたので、同法第55条の３の
規定により次のとおり告示します。
平成30年11月１日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定施術者の氏名
廃止した施術の種類 廃止年月日

施術所の名称 施術所の所在地

齋藤 安子

あんま 平成30年10月21日
訪問マッサージ祥あん 奈良県奈良市東登美ヶ丘一丁目５

番16－１号

山本 智子

あんま 平成30年10月21日
訪問マッサージ祥あん 奈良県奈良市東登美ヶ丘一丁目５

番16－１号

（平成30年11月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第612号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の規

定により施術者の指定をしましたので、同法第55条の３の
規定により次のとおり告示します。
平成30年11月１日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定施術者の氏名
施術の種類 指定年月日

施術所の名称 施術所の所在地

小林 旦奈
あんま 平成30年10月21日

訪問マッサージ祥あん 奈良県奈良市東登美ヶ丘一丁目５
番16－１号



（平成30年11月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第613号
平成30年奈良市告示第568号（インフルエンザ予防接種

の実施）の一部を次のように改正する。
平成30年11月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
次のよう省略

（平成30年11月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第614号
平成30年奈良市告示第205号（予防接種の実施）の一部

を次のように改正する。
平成30年11月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
次のよう省略

（平成30年11月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第615号
介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項、第

42条の２第１項及び第53条第１項の規定により、指定居宅
サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者及び指定
介護予防サービス事業者を指定し、並びに同法第107条第
１項の規定により、介護医療院の開設を許可しましたので、
同法第78条第１号、第78条の11第１号、第115条の10第１
号及び第114条の７第１号の規定により公示します。
平成30年11月２日

奈良市長 仲 川 元 庸
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奈 良 市 公 報 第367号
平成30年12月３日

（月 曜 日）

事業所番号
事業所 事業者 指 定

年月日所在地 名称 法人所在地 法人名

2970108029 奈良市此瀬町353番地 福祉用具いまにし 奈良市此瀬町353番地 株式会社今西住設ガ
スセンター

平成30年
11月１日

2970108037 奈良市学園朝日元町一丁目1898番地の５
訪問介護ココピタスマ
イル

奈良市朱雀一丁目７番
地の４

株式会社ココピタス
マイル

平成30年
11月１日

2990100618 奈良市六条二丁目４番８号
デイサービスペルメー
ルケア奈良六条

千葉県千葉市中央区矢
作町185－11 株式会社CareNation 平成30年

11月１日

29B0100019 奈良市鹿野園町1212番地の１
医療法人新仁会 奈良
春日病院 介護医療院

奈良市鹿野園町1212番
地の１

医療法人 新仁会
（社団）

平成30年
11月１日

（平成30年11月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第616号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良

市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成30年11月２日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日

平成30年11月２日
３ 移動対象区域

近鉄学園前駅周辺、近鉄富雄駅周辺、近鉄菖蒲池駅周
辺及び近鉄奈良駅周辺自転車等放置禁止区域

４ 保管場所
奈良市大安寺西二丁目288番地の１
奈良市自転車等保管施設

５ 引取期間
告示日から60日間。ただし、奈良市の休日を定める条

例（平成元年奈良市条例第３号）第１条第１項に規定す
る市の休日（毎月の第２及び第４土曜日を除く。）を除
く。

６ 引取時間
午前９時から午後４時30分まで

７ 引取りのための必要事項
⑴ 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認でき
るもの（学生証・運転免許証・保険証等）をお持ちく
ださい。

⑵ 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。
ア 移動費 自転車 2,000円

原動機付自転車 4,000円
イ 保管費 1,000円（ただし、移動日から14日以内

は無料）
８ 連絡先 奈良市市民生活部 交通政策課

電話0742－34－1111代表
（平成30年11月２日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第617号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成17年法律第123号）第29条第１項に規定する
指定障害福祉サービス事業者を指定しましたので、同法第
51条第１号の規定に基づき告示します。
平成30年11月２日

奈良市長 仲 川 元 庸



（平成30年11月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第618号
奈良市住居表示に関する条例（昭和42年奈良市条例第21

号）第３条の規定により、次のとおり住居番号をつけたの
で、同条第４項の規定により告示します。
平成30年11月６日

奈良市長 仲 川 元 庸
次のとおり省略

（平成30年11月６日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第619号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良

市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成30年11月６日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日

平成30年11月６日
３ 移動対象区域

近鉄新大宮駅周辺、近鉄高の原駅周辺及びＪＲ奈良駅
周辺自転車等放置禁止区域

以下省略
（平成30年11月６日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第620号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規

定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備

部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成30年11月７日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号

平成30年６月27日 奈良市指令整開 第18Ａ－13号
平成30年９月28日 奈良市指令整開

第18Ａ－13－１号

２ 検査済証の交付年月日及び番号
開発行為 平成30年11月７日 第1659号
公共施設 平成30年11月７日 第807号

３ 開発区域に含まれる地域
奈良市南肘塚町132番地１の一部

４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名
奈良市法蓮町262番地の11
池田 英児

５ 公共施設の種類、位置及び区域
⑴ 道路

奈良市南肘塚町132番地１の一部
⑵ 下水道

奈良市南肘塚町132番地１の一部
（平成30年11月７日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第621号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項

の規定において準用する同法第50条の２の規定により指定
介護機関から次のとおり変更した旨の届出がありましたの
で、同法第55条の３の規定により告示します。
平成30年11月７日

奈良市長 仲 川 元 庸
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平成30年12月３日
（月 曜 日）第367号 奈 良 市 公 報

１ 指定年月日 平成30年11月１日

事業所番号
事業者 事業所

サービス種類
名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所

2910101456 株式会社ざいたっく 639-1053
奈良県大和郡山市
千日町51－２千日
住宅18号

介護センター
すみれ 630-8144 奈良県奈良市東九条町538番地

同行援護
行動援護

2910102892
特定非営利
活動法人ぱ
るぱる

630-8115
奈良県奈良市大宮
町七丁目２番23号
三和佐保川ビル202

障害者福祉サ
ービスみりみ
り

630-8115

奈良県奈良市大
宮町七丁目２番
23号三和佐保川
ビル202

就労移行支援
就労継続支援
Ｂ型
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奈 良 市 公 報 第367号
平成30年12月３日

（月 曜 日）

指定介護機関
開設者 変更年月日

名称 所在地

旧 ハッピーリハビリ＆ナース
ステーション

奈良県奈良市六条二丁目
18番１号

株式会社ハッピーサービスグルー
プ

平成30年４月１日
新 訪問看護ハッピーリハビリ

＆ナースステーション
奈良県奈良市六条二丁目
18番１号

株式会社ハッピーサービスグルー
プ

旧 複合型サービス アップル
登美ヶ丘

奈良県奈良市中登美ヶ丘
三丁目13番２ 医療法人北寿会

平成30年４月１日
新 看護小規模多機能型居宅介

護アップル登美ヶ丘
奈良県奈良市中登美ヶ丘
三丁目13番２ 医療法人北寿会

旧 訪問看護ステーション・あ
いびす

奈良県奈良市帝塚山南四
丁目11番７号

特定非営利活動法人 アメニティ
ー・ライフサポート・アシスト

平成30年４月１日
新 訪問看護ステーション・あ

いびす
奈良県奈良市三条桧町４
番９号

特定非営利活動法人 アメニティ
ー・ライフサポート・アシスト

旧 訪問介護あゆみ 奈良県奈良市三条大路四
丁目５番５号 合同会社あゆみ

平成30年３月16日
新 訪問介護あゆみ 奈良県奈良市宝来一丁目

６番８号 合同会社あゆみ

旧 ケアプランセンターあゆみ 奈良県奈良市三条大路四
丁目５番５号 合同会社あゆみ

平成30年３月16日
新 ケアプランセンターあゆみ 奈良県奈良市宝来一丁目

６番８号 合同会社あゆみ

旧 ヘルパーステーション か
ごのき

奈良県奈良市中町2313番
地の２ 株式会社 ケアブレーン

平成30年５月１日
新 ヘルパーステーション か

ごのき
奈良県奈良市中町2517番
地の１ 株式会社 ケアブレーン

（平成30年11月７日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第622号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定

により指定医療機関から次のとおり変更した旨の届出があ

りましたので、同法第55条の３の規定により次のとおり告
示します。
平成30年11月７日

奈良市長 仲 川 元 庸

医療機関の名称 医療機関の所在地 変更年月日

旧 ハッピーリハビリ＆ナースステーション 奈良県奈良市六条二丁目18番１号
平成30年４月１日

新 訪問看護ハッピーリハビリ＆ナースステー
ション 奈良県奈良市六条二丁目18番１号

旧 訪問看護ステーション・あいびす 奈良県奈良市帝塚山南四丁目11番７号
平成30年４月１日

新 訪問看護ステーション・あいびす 奈良県奈良市三条桧町４番９号

（平成30年11月７日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第623号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定

により指定医療機関から事業を廃止した旨の届出がありま
したので、同法第55条の３の規定により次のとおり告示し
ます。

平成30年11月７日
奈良市長 仲 川 元 庸



（平成30年11月７日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第624号
奈良市表彰条例（昭和33年奈良市条例第１号）第７条の

規定に基づき平成30年度被表彰者の氏名等を次のとおり公
示します。
平成30年11月８日

奈良市長 仲 川 元 庸
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平成30年12月３日
（月 曜 日）第367号 奈 良 市 公 報

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

ならこころのクリニック 奈良県奈良市東向北町25番地の１ コンフォー
ト吉村１階 平成30年３月31日

有功特別表彰の部（１名）

氏 名 住 所 事 績

土田 敏朗 奈良市南京終町 条例第３条第１項第２号

有功表彰の部（13名、内１名氏名等公表辞退）

氏 名 住 所 事 績

岡田 伸子 奈良市古市町 条例第３条第１項第４号

𠮷村 美智代 奈良市高畑町 条例第３条第１項第６号

中村 修 奈良市油阪町 条例第３条第１項第６号

臼井 基雄 奈良市下御門町 条例第３条第１項第６号

西上 晴樹 奈良市菅原町 条例第３条第１項第６号

田中 文子 奈良市右京五丁目 条例第３条第１項第６号

上城戸 栄子 奈良市富雄元町一丁目 条例第３条第１項第６号

杉本 龍治 奈良市大宮町三丁目 条例第３条第１項第６号

南井 正幸 奈良市白毫寺町 条例第３条第１項第６号

原田 豊成 奈良市菅原町 条例第３条第１項第６号

阪木 幸一 奈良市鍋屋町 条例第３条第１項第６号

岸田 正昭 奈良市東九条町 条例第３条第１項第６号

功労表彰の部（67名２団体、内７名氏名等公表辞退）

氏 名 住 所 事 績

岡野 敦子 奈良市左京一丁目 条例第４条第１号

大西 浩明 奈良市三条大路一丁目 条例第４条第１号

野崎 尚利 奈良市学園南一丁目 条例第４条第１号

清水 宗和 奈良市雑司町 条例第４条第１号

吉岡 喜久代 奈良市柴屋町 条例第４条第１号

今村 和子 奈良市芝辻町二丁目 条例第４条第１号

宮澤 昌輔 奈良市山陵町 条例第４条第１号

花木 義之 京都府木津川市 条例第４条第１号

多田 正典 奈良市紀寺町 条例第４条第３号

清水 恭太郎 奈良市南紀寺町三丁目 条例第４条第３号

林 啓文 奈良市西木辻町 条例第４条第３号

松田 好則 奈良市東之阪町 条例第４条第３号
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奈 良 市 公 報 第367号
平成30年12月３日

（月 曜 日）

塚本 進也 奈良市高天市町 条例第４条第３号

畷 三夫 奈良市法蓮町 条例第４条第３号

中村 忠𠮷 奈良市三条町 条例第４条第３号

堀口 義彦 奈良市法華寺町 条例第４条第３号

橋本 繁夫 奈良市六条一丁目 条例第４条第３号

白阪 由三郎 奈良市柏木町 条例第４条第３号

伊藤 恵 奈良市秋篠早月町 条例第４条第３号

須田 勝 奈良市三碓町 条例第４条第３号

中川 幾郎 大阪府豊中市 条例第４条第４号

森田 善隆 奈良市大野町 条例第４条第４号

吉田 正樹 奈良市七条町 条例第４条第４号

大嶋 睦江 奈良市朱雀五丁目 条例第４条第４号

橋本 文子 奈良市中山町西四丁目 条例第４条第４号

安井 清悟 奈良市北袋町 条例第４条第４号

江口 政則 奈良市下三条町 条例第４条第４号

三輪 条二 奈良市芝辻町二丁目 条例第４条第４号

栃岡 佳樹 奈良市椿井町 条例第４条第４号

明道 知巳 奈良県天理市 条例第４条第４号

本迫 一也 奈良市南紀寺町二丁目 条例第４条第４号

春日 ふき子 奈良県大和郡山市 条例第４条第４号

田村 猛夏 奈良市肘塚町 条例第４条第４号

谷掛 駿介 奈良市神殿町 条例第４条第４号

中井 孝和 奈良市芝辻町二丁目 条例第４条第４号

権藤 ゆう 奈良市西登美ヶ丘五丁目 条例第４条第４号

井久保 文章 奈良市興ヶ原町 条例第４条第５号

大西 博文 奈良市須川町 条例第４条第５号

廣瀬 辰尚 奈良市西九条町 条例第４条第５号

吉川 利幸 奈良市四条大路南町 条例第４条第５号

中田 清文 奈良市阪原町 条例第４条第５号

喜多 一文 奈良市神殿町 条例第４条第５号

松下 裕彦 奈良市田中町 条例第４条第５号

小島 勝司 奈良市七条一丁目 条例第４条第５号

山下 博己 奈良市大和田町 条例第４条第５号

畑中 康宣 奈良市西大寺新町一丁目 条例第４条第５号

松本 憲司郎 奈良市三条町 条例第４条第５号

田中 孝志 奈良市南京終町三丁目 条例第４条第５号

冨岡 進 奈良市千代ヶ丘三丁目 条例第４条第６号
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平成30年12月３日
（月 曜 日）第367号 奈 良 市 公 報

奈良地区更生
保護女性会 奈良市三条桧町 条例第４条第６号

奈良市女性
ボランティア協会 奈良市西登美ヶ丘五丁目 条例第４条第６号

折橋 透 奈良市千代ヶ丘一丁目 条例第４条第６号

兼島 理 奈良市学園南一丁目 条例第４条第６号

西川 佳嗣 奈良市六条緑町三丁目 条例第４条第６号

竹村 秀一 奈良県生駒郡平群町 条例第４条第６号

奥村 智子 奈良市高畑町 条例第４条第６号

上総 良三 奈良市登美ヶ丘一丁目 条例第４条第６号

髙塚 國江 奈良市青山五丁目 条例第４条第６号

宝来 一典 奈良市手貝町 条例第４条第６号

中島 百合子 奈良市西大寺小坊町 条例第４条第６号

永野 信彦 奈良市富雄元町一丁目 条例第４条第６号

福山 晴美 奈良市中山町 条例第４条第６号

善行表彰の部（４名６団体、内１名１団体氏名等公表辞退）

氏 名 住 所 事 績

岩本 潤三 奈良市右京四丁目 条例第５条第１号

中西 遼 奈良市古市町 条例第５条第３号

柿本 政次 奈良市横井一丁目 条例第５条第４号

育花会 奈良市朱雀三丁目 条例第５条第４号

右京グリーンサポート 奈良市右京三丁目 条例第５条第４号

Ｓ．Ｃ．Ｃ 奈良市法蓮町 条例第５条第４号

柳生街道・滝坂の道
を守る会 奈良市西大寺野神町二丁目 条例第５条第４号

奈良中国帰国者
支援交流会 奈良市西登美ヶ丘二丁目 条例第５条第４号

（平成30年11月８日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第625号
介護保険法（平成９年法律第123号）第42条の２第１項

及び第54条の２第１項の規定により、地域密着型サービス

事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者を指定しま
したので、同法第78条の11及び第115条の20の規定により
公示します。
平成30年11月８日

奈良市長 仲 川 元 庸

事業所番号
事業所 事業者 指 定

年月日所在地 名称 主たる事務所の所在地 名称

2991700010 奈良県生駒郡安堵町西安堵570－１ グループホーム安堵園 奈良県生駒郡安堵町西
安堵570－１

有限会社在宅介護サ
ービス応援隊

平成30年
11月８日

（平成30年11月８日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第626号
平成30年12月２日に執行する大和都市計画事業（奈良国

際文化観光都市建設事業）近鉄西大寺駅南土地区画整理審
議会委員の選挙について、土地区画整理法施行令（昭和30

年政令第47号）第24条第２項の規定により届出のあった候
補者は、下記のとおりであるので、同条第５項の規定によ
り公告します。
平成30年11月９日

奈良市長 仲 川 元 庸
記



宅地の所有者が選挙する委員の候補者
住所 奈良市菅原町609番地の６
氏名 森田 裕之
住所 奈良市菅原町199番地の５
氏名 西上 晴樹
住所 奈良市青野町一丁目９番９号
氏名 植原 善行
住所 奈良市西大寺本町１番６号
氏名 株式会社マルワクリエイト
住所 奈良市西大寺芝町一丁目３番８号
氏名 岡本 博
住所 奈良市横領町407番地の１
氏名 今中 脩雄
住所 奈良市菅原町280番地の１
氏名 鮫田 二郎
住所 奈良市菅原町115番地の１
氏名 西野 辰敏

（平成30年11月９日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第627号
平成30年12月２日に執行する大和都市計画事業（奈良国

際文化観光都市建設事業）近鉄西大寺駅南土地区画整理審
議会委員選挙のうち宅地の所有者が選挙する委員の選挙に
ついては、届け出のあった候補者の数が選挙すべき委員の
数を超えないので、土地区画整理法施行令（平成30年政令
第47号）第26条の規定により投票を行わないことを公告し
ます。
平成30年11月９日

奈良市長 仲 川 元 庸
（平成30年11月９日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第628号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良

市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成30年11月９日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日

平成30年11月９日
３ 移動対象区域

近鉄大和西大寺駅周辺、近鉄西ノ京駅周辺、近鉄平城
駅周辺及び近鉄奈良駅周辺自転車等放置禁止区域

以下省略
（平成30年11月９日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第629号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良

市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成30年11月12日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日

平成30年11月11日
３ 移動対象区域

近鉄新大宮駅周辺及びＪＲ奈良駅周辺自転車等放置禁
止区域

以下省略
（平成30年11月12日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第630号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良

市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成30年11月13日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日

平成30年11月13日
３ 移動対象区域

近鉄新大宮駅周辺、ＪＲ奈良駅周辺及び近鉄奈良駅周
辺自転車等放置禁止区域

以下省略
（平成30年11月13日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第631号
平成30年度市県民税（普通徴収）２期、市県民税（特別

徴収）８月分の督促状を郵送したが、その送達を受けるべ
き者の住所等が不明のため送達することができないので、
地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２及び奈良市
税条例（昭和46年奈良市条例第12号）第６条の規定により、
次のとおり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は、財務部納税課で

保管し、送達を受けるべき者から交付の申し出があればい
つでも交付します。
平成30年11月14日

奈良市長 仲 川 元 庸

―13―

奈 良 市 公 報 第367号
平成30年12月３日

（月 曜 日）

１ この督促状の発送年月日及び納期限
調定年度及び税目 期 別 発送年月日 納期限

平成30年度市県民税（普徴） ２期 平成30年９月20日 平成30年８月31日
平成30年度市県民税（特徴） ８月 平成30年９月28日 平成30年９月10日



２ この公示送達により変更した後の差押可能日
平成30年11月25日

３ 送達を受けるべき者
省略

（平成30年11月14日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第632号
平成30年度国民健康保険料決定通知書を郵送しましたが、

その送達を受けるべき者の住所等が不明のため送達するこ

とができないので奈良市国民健康保険条例（昭和34年奈良
市条例第13号）第22条において準用する地方税法（昭和25
年法律第226号）第20条の２の規定により、次のとおり公
示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は、奈良市福祉部国

保年金課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申し出
があればいつでも交付します。
平成30年11月14日

奈良市長 仲 川 元 庸
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平成30年12月３日
（月 曜 日）第367号 奈 良 市 公 報

１ この通知書の送達年月日 平成30年６月15日

２ この公示送達により変更する納期

変

更

前

第１期分 第６期分
平成30年７月２日 平成30年11月30日

第２期分 第７期分
平成30年７月31日 平成30年12月28日

第３期分 第８期分
平成30年８月31日 平成31年１月31日

第４期分 第９期分
平成30年10月１日 平成31年２月28日

第５期分 第10期分
平成30年10月31日 平成31年４月１日

変

更

後

第１期分 第６期分
平成30年11月30日 平成30年11月30日

第２期分 第７期分
平成30年11月30日 平成30年12月28日

第３期分 第８期分
平成30年11月30日 平成31年１月31日

第４期分 第９期分
平成30年11月30日 平成31年２月28日

第５期分 第10期分
平成30年11月30日 平成31年４月１日

３ 送達を受けるべき者 別紙公示送達名簿に記載

別紙省略
（平成30年11月14日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第633号
道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に

基づき、次のように道路の区域を変更します。
その関係図書は、公示の日から１箇月間、建設部土木管

理課において一般の縦覧に供します。
平成30年11月14日

奈良市長 仲 川 元 庸

路線名 区 間 変 更
前後別

幅 員
（ｍ）

延 長
（ｍ） 備 考

登美ヶ丘中町線 奈良市鶴舞東町657番４地先から
奈良市鶴舞西町3142番61地先まで

前 16.04 18.5

後 18.00 18.5

（平成30年11月14日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第634号
道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に

基づき、次のように道路の供用を開始します。

その関係図書は、公示の日から１箇月間、建設部土木管
理課において一般の縦覧に供します。
平成30年11月14日

奈良市長 仲 川 元 庸

路線名 区 間 延長（ｍ)
幅員（ｍ) 備 考

登美ヶ丘中町線 奈良市鶴舞東町657番４地先
から

奈良市鶴舞西町3142番61地先
まで

Ｌ＝18.5
Ｗ＝18.0
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奈 良 市 公 報 第367号
平成30年12月３日

（月 曜 日）

（平成30年11月14日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第635号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定

により指定医療機関から事業を廃止した旨の届出がありま

したので、同法第55条の３の規定により次のとおり告示し
ます。
平成30年11月15日

奈良市長 仲 川 元 庸

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

藤本歯科口腔外科クリニック 奈良県奈良市五条西一丁目６番３号 平成30年９月30日

（平成30年11月15日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第636号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定によ

り医療機関を指定しましたので、同法第55条の３の規定に
より告示します。
平成30年11月15日

奈良市長 仲 川 元 庸

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

藤本歯科口腔外科クリニック 奈良県奈良市北京終町32番地の１ 平成30年11月１日

（平成30年11月15日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第637号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の規

定により施術者の指定をしましたので、同法第55条の３の
規定により次のとおり告示します。
平成30年11月15日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定施術者の氏名
施術の種類 指定年月日

施術所の名称 施術所の所在地

奥端 英章

はり・きゅう 平成30年11月１日和ごころ鍼灸治療院
なら

奈良県奈良市宝来一丁目２－１ ジュ
ネス宝来306号

阪井 静香

はり・きゅう 平成30年11月１日和ごころ鍼灸治療院
なら

奈良県奈良市宝来一丁目２－１ ジュ
ネス宝来306号

西口 由加里

はり・きゅう 平成30年11月１日和ごころ鍼灸治療院
なら

奈良県奈良市宝来一丁目２－１ ジュ
ネス宝来306号

（平成30年11月15日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第638号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良

市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成30年11月15日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日

平成30年11月15日
３ 移動対象区域

近鉄学園前駅周辺、近鉄富雄駅周辺及びＪＲ奈良駅周
辺自転車等放置禁止区域

以下省略

（平成30年11月15日掲示済）

公 営 企 業
奈良市企業局告示第64号
公共下水道の供用及び下水の処理を開始するので、下水

道法（昭和33年法律第79号）第９条の規定に基づき次のと
おり告示します。
その関係図書は、平成30年11月１日から２週間、奈良市

企業局管理部下水道計画管理課に備え置いて縦覧に供しま
す。
平成30年11月１日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

１ 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する年月日
平成30年11月15日

２－１ 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する区域



二名二丁目、中山町、宝来町及び法蓮町の各一部
２－２ 供用を開始する排水施設の位置

３ 公共汚水桝設置のうち、供用を開始する箇所
⑤中山町1567
⑥佐紀町3339番１ 他４筆
⑦平松五丁目666番１の一部
⑧大宮町二丁目82番11
⑨大宮町四丁目259番１ 他１筆
⑩西大寺新池町1685番５ 他１筆
⑪北永井町373番７ 他１筆

４ 供用を開始する排水施設の合流式及び分流式の別
分流式、合流式

５ 終末処理場の位置及び名称
大和郡山市額田部南町160番地 奈良県浄化センター

（平成30年11月１日掲示済）

教 育 委 員 会
奈良市教育委員会告示第21号
平成30年11月定例教育委員会を次のとおり開催しますの

で、奈良市教育委員会会議規則（昭和57年奈良市教育委員
会規則第12号）第３条第２項の規定により告示します。
平成30年11月13日

奈良市教育委員会
教育長 中 室 雄 俊

１ 日 時
平成30年11月20日（火）
午前10時から

２ 場 所
奈良市役所 北棟６階 第21会議室

３ 会議に付すべき事案
教育長報告
⑴ 平成30年度12月補正予算要求額について

議事
議案第32号 公の施設の指定管理者の候補者の選定につ

いて（奈良市青少年野外活動センター）
協議事項
「奈良市の新しい学びプロジェクトにかかわる事業のＫ
ＰＩ（重要業績評価指標）について」

傍聴受付は、開催日の午前９時から午前９時50分までで、
教育総務課にて行います。定員は５名で、定員になり次第
締切させていただきます。

（平成30年11月13日掲示済）

農 業 委 員 会
奈良市農業委員会告示第15号
奈良市農業委員会平成30年11月農業委員会総会の会議を

次のとおり招集しますので、奈良市農業委員会総会会議規
則（昭和32年奈良市農業委員会告示第３号）第２条第１項
の規定により告示します。
平成30年11月７日

奈良市農業委員会長 巽 一 孝
１ 日時

平成30年11月14日（水） 午後１時30分
２ 場所

奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市役所 北棟６階 第21会議室

３ 審議案件
法令等に基づく事務関係
⑴ 農地法（昭和27年法律第229号）第３条、第４
条及び第５条に関する許可申請及び届出について

⑵ 相続税の納税猶予に関する適格者証明について
⑶ 農地法施行規則（昭和27年農林省令第79号）第
29条第１号に該当する転用の届出について（10月
専決処理分）

⑷ 農地法第18条第６項の規定による通知の受理に
ついて（10月専決処理分）

⑸ 許可の取消しについて（10月専決処理分）
⑹ 生産緑地に係る農業の主たる従事者等に関する
証明について

⑺ 生産緑地法（昭和49年法律第68号）第13条の規
定による生産緑地の取得のあっせん結果について

⑻ 知事許可について（10月許可分）
（平成30年11月７日掲示済）
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平成30年12月３日
（月 曜 日）第367号 奈 良 市 公 報

処 理 分 区 起 点 終 点 備考

富雄川第５処理分区 二名二丁目2460番74 二名二丁目2460番11 ①

佐保川第５処理分区 中山町1774番25 中山町1775番 ②

佐保川第10処理分区 宝来町1155番 宝来町1258番１ ③

大安寺第１処理分区 法蓮町330番１ 法蓮町330番10 ④


